
 

（2） 対物補償 1 事故限度無制限 

（3） 車両補償 1 事故限度額時価額 

（4） 人身傷害1名につき死亡3,000万円（定員まで） 

 2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。 

3.当社が第 1 項の補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人

は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。                              4.警察および当社に届

出のない事故、損害保険約款の免責条項に該当する事故、貸渡し後に   第 9 条 1 号から 8 号若しく

は第 17 条 1 号から 6 号の 1 に該当して発生した事故、及び借受期間を当社の承諾を受ける

ことなく延長してその延長後に発生した事故による損害については、損害保険ならびにこ

の補償制度は適用されません。 
 
（故障等の処置等） 
第 22 条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常または故障を発見したときは、直ちに

運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 

2. 借受人は、レンタカーの異常または故障が借受人の故意または過失による場合には、レン  タカー

の引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。 

3. 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社か   ら代替

レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。   4.借受人は、前項

に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求で

きないものとします。 

 
（不可抗力事由による免責） 
第 23 条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを

返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を

問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うもの

とします。 

2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカー

の提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を

問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。 
 
  


